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１ 審査請求について 
 

(１) 不服申立てと審査請求 
処分を受けた者が処分をした行政庁を指揮監督する立場にある行政庁に当該処分の取消しを請

求するといったように、行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が行政庁にその再審査

等を求める行為を、一般に、行政上の不服申立て（以下単に「不服申立て」という。）といいます。 

行政不服審査法（以下「法」という。）は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適

正な運営を確保することを目的として、この不服申立てに関する制度（以下「不服申立制度」と

いう。）の手続等を定めています。 

 

 法に基づく不服申立ては、原則として、全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対す

る不作為が対象となります（法第２条・第３条）。ここにいう「処分」とは、いわゆる行政処分の

ほか、人の収容や物の留置など、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれます（法第１条第

２項）。 

 

 法に基づく不服申立ては、原則「審査請求」となります（法第２条・第３条）。 

 

(２) 審査請求先等 
 処分の通知書等に審査請求ができる旨及び審査請求先が記載されていますので、そちらをご確

認ください。 

 

(３) 審査請求ができる期間 
 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内です。（法第18条第１項） 

 また、３か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、原

則として審査請求をすることはできません。（法第18条第２項） 

 

(４) 審査請求の流れ 
 審査請求を受理してから裁決までの標準審理期間を６か月としておりますが、裁決に至るまで

には、文書による反論書の提出、口頭意見陳述及び行政不服審査会の開催の日程調整等が必要と

なるため、ご理解とご協力をお願いします。 

 審査請求に係る事務手続きの流れは  ページをご覧ください。 
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(５) 審査請求書の書き方 

 審査請求書には、審査請求人の氏名、住所、審査請求にかかる処分の内容、処分があった

ことを知った日、審査請求の趣旨及び理由、審査請求の年月日を記入の上、押印が必要で

す。（法第19条、施行令第４条） 

 詳しくは、「５ 審査請求の記載について」をご覧ください。 

 

(６) 審査請求と裁判の関係 
 処分取消しの訴えは、審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起すること

ができます。ただし、一部法律に定めのある場合は、審査請求に対する裁決を経た後でなけ

れば訴えを提起することはできません。 

 

(７) 裁決の種類 
認容裁決：処分に違法又は不当が認められ、処分が取消し又は変更される裁決です。 

     不作為についての審査請求では、不作為庁に対し、申請に対する一定の処分をす

べき旨を裁決します。 

棄却裁決：処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。 

却下裁決：審査請求が法定の期間を経過した場合など、不適法であると審査庁が認める場合

に、審査請求を退ける裁決です。この場合、審査請求の中身については審査され

ません。 
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２ 審査請求の事務処理の流れ 

審理員（補助員） 審査請求人等 処分庁・審査庁 審査会 

    

※ⅰ～ⅷの手続及び破線の手続の実施は、事案によります。

⑫ 
・答申受領 
・裁決

③ 
・審理員の指名 
・関係書類の移譲 

② 
・受付 
・適法性審査 

⑤ 
・弁明書提出 

④ 
・審査請求書（写し）送付 
・弁明書提出要求 

⑥ 
・弁明書（写し）送付

⑧ 
・審理手続終結 
・審理員意見書作成 

⑨ 
・意見書等受領 
・裁決案作成

⑩ 
・審査会への諮問 

⑪ 
・審査会

で の 手

続 
・答申 
(詳細は

次 ペ ー

ジ) 
⑬ 
裁決書（謄本）送付 

⑭ 
証拠書類等返還 

（不備がある場合）

補正命令

（審査請求書等受領）

ⅰ 反論書・意見書の提出期

限の通知 

ⅱ 争点の整理等 
審理手続の申立てに関する意見聴取 

ⅲ 口頭意見陳述 

ⅳ 証拠書類等の提出期限の

通知 
ⅴ 物件の提出要求 

ⅵ 
・審理関係人への質問 
・参考人の陳述及び鑑定

の要求、検証 
ⅶ 提出書類の閲覧等の実施 

ⅷ 
・審理手続の併合・分離 
・審理員による執行停止

の意見書 

証拠書類等の提出

① 
審査請求 

⑦ 
・反論書提出 

（審理員を指名した旨の通知）

補 正

提出書類等の閲覧等の求め 

（審査会へ諮問した旨の通知） 

答申書（写し）送付
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３ 行政不服審査会における調査審議手続  
行政不服審査会 審査庁（担当課） 審査請求人 

   

※破線の手続の実施は、事案によります。  

  

②  
諮問の受付  

①  
・諮問（審理員意見書・事

件記録の写しを添付）  

⑦  
答申書受領  

主張書面・資料等の提出  

意見陳述の要

否の判断  

④  
答申等の検討  
⑤  
答申書作成  

（必要に応じ）  

⑥  
答申  

⑦  
答申書の写しの

送付  

答申内容の公表  

③  
論点の整理  

意見陳述の申立て  

閲覧等の可否

の判断  
提出資料の閲覧等の求め  

（必要に応じ）  
調査手続の実施  
（主張書面・資料の提出要求等）  主張書面・資料の提出等  

（必要な場合）  
意見陳述の実施  

（必要な場合）  
閲覧等の実施  
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４ 標準処理（審理）期間  
事務内容 実施機関 期間 

審査請求書の受付 
審査庁 １週間 

適法性審査 

審査請求書の補正（不備がある場合） 審査請求人 （１か月） 

審理員の指名（※１） 審査庁 
２週間 

弁明書の提出 処分庁 

反論書等の提出 審査請求人 １か月 

口頭意見陳述（申立てがあった場合） 

審理員 １か月 争点の整理等 

審理員意見書の作成 

行政不服審査会への諮問 審査庁 
１か月 

～２か月 
行政不服審査会 

審査会 
行政不服審査会の答申 

裁決書の作成 
審査庁 ２週間 

裁決 

＊ 上記標準処理（審理）期間は、審査請求の審理期間の目安であり、事情により変

動する期間があります。  

 

※１ 審査請求の審理の公正性・透明性を高めるため、原則として、審査庁に所属す

る職員であって当該審査請求に係る処分等に関与した者又は関与することとな

る者等の一定の要件（除斥事由）に該当しない者が、審理員として審理手続を行

うこととしています。  

   本市において、審理員となるべき者の名簿は以下のとおりです。  

 

審理員となるべき者の名簿  

処分等の分類  審理員となるべき者  

処分全般  

姶良市職員の給与に関する条例（平成 22 年姶良市条例第 47

号）別表第５中６級の職務にある者のうち課長の職務にあ

る者で、審査庁の長が指名した職員  
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５ 審査請求書の記載について  
 

 審査請求書に記載する必要があるのは、次の事項です。 

 

○処分についての審査請求書の記載事項 

必ず記載が必要な事項 

 ① 審査請求人の氏名又は名称（押印）及び住所又は居所 

② 審査請求に係る処分の内容 

③ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

④ 審査請求の趣旨及び理由 

⑤ 処分庁の教示の有無及びその内容 

⑥ 審査請求の年月日 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項 

 ① 審査請求人が法人その他社団若しくは財団である場合、総代を互選した

場合又は代理人によって審査請求をする場合、その代表若しくは管理人、

総代又は代理人の氏名（押印）及び住所又は居所 

② 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合、その正当な理由 

 

○ 不作為についての審査請求書の記載事項 

必ず記載が必要な事項 

 ① 審査請求人の氏名又は名称（押印）及び住所又は居所 

② 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 

③ 審査請求の年月日 

一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項 

 ① 審査請求人が法人その他社団若しくは財団である場合、総代を互選した

場合又は代理人によって審査請求をする場合、その代表若しくは管理人、

総代又は代理人の氏名（押印）及び住所又は居所 
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６ 行政不服審査法による処分に対する審査請求の方法  
 

１ 審査請求は、審査請求書（様式第１号（その１））により提出してください。（法

第 19 条） 

２ 法人の場合は、代表者の「資格証明書（登記簿謄本）」を提出してください。 

３ 多人数が共同して審査請求をする場合で、総代を互選した場合は（３人以内）、「総

代互選書」を提出してください。（法第 11 条） 

４ 代理人によって請求する場合には、「委任状」を提出してください。（法第 12 条） 

５ 審査請求のできる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から

起算して「３か月」以内です。なお、上記「３か月以内」であっても、処分があっ

た日の翌日から起算して１年を経過したときは、原則として審査請求をすることが

できません。（法第 18 条） 

６ 審査請求の記載事項 

 (１) 記載例を参考に記入ください。 

 (２) 審査請求書に添付する書類や図面等がある場合には、できるだけ「Ａ４版、

縦書き」に整えて提出をお願いします。 

７ 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができま

す。審査請求の取下げは、書面にて提出ください。 

  なお、「代理人が取下書を提出する場合」には、審査請求人から別に「取下げにつ

いての委任状」が必要です。（法第 12 条） 
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７ 行政不服審査法による不作為に対する審査請求の方法  
 

１ 審査請求は、審査請求書（様式第１号（その２））により提出してください。（法

第 19 条） 

２ 法人の場合は、代表者の「資格証明書（登記簿謄本）」を提出してください。 

３ 多人数が共同して審査請求をする場合で、総代を互選した場合は（３人以内）、「総

代互選書」を提出してください。（法第 11 条） 

４ 代理人によって請求する場合には、「委任状」を提出してください。（法第 12 条） 

５ 申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続して

いる間はいつでもすることができます。（法第 18 条） 

６ 審査請求の記載事項 

 (１) 記載例を参考に記入ください。 

 (２) 審査請求書に添付する書類や図面等がある場合には、できるだけ「Ａ４版、

縦書き」に整えて提出をお願いします。 

７ 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができま

す。審査請求の取下げは、書面にて提出ください。 

  なお、「代理人が取下書を提出する場合」には、審査請求人から別に「取下げにつ

いての委任状」が必要です。（法第 12 条） 
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８ 行政不服審査法による執行停止に申立ての方法  
 

１ 審査請求人は、執行停止の申立てをする場合は、執行停止申立書を提出してくだ

さい。 

２ 法人の場合は、代表者の「資格証明書（登記簿謄本）」を提出してください。 

３ 多人数が共同して申立てをする場合で、総代を互選した場合は（３人以内）、「総

代互選書」を提出してください。（法第 11 条） 

４ 代理人によって申立てをする場合には、「委任状」を提出してください。（法第 12

条） 

５ 執行停止申立書の記載事項 

 (１) 記載例を参考に記入ください。 

 (２) 執行停止申立書に添付する書類や図面等がある場合には、できるだけ「Ａ４

版、縦書き」に整えて提出をお願いします。 
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９ 様式  
 

様式第１号（その１） 

審査請求書 

年  月  日   

                                    

 （あて先） 

  （審査庁）    殿 

                 審査請求人 住所（又は居所） 

                       氏名           印 

                       連絡先 

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 審査請求に係る処分の内容 

 

 

２ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

     年  月  日 

 

３ 審査請求の趣旨 

 

 

４ 審査請求の理由 

 

 

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 

 

 

 ６ その他として、次の書類を提出します。 
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様式第１号（その２） 

審査請求書 

年  月  日   

                                    

 （あて先） 

  （審査庁）    殿 

                 審査請求人 住所（又は居所） 

                       氏名          印 

                       連絡先 

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 当該不作為に係る処分についての申請内容及び年月日 

審査請求人は、   年  月  日、         に対して、 

     法第  条の規定による     を求める申請をした。 

 

 

２ 審査請求の趣旨 

   １記載の申請について、速やかに許可の処分をするよう求める。 

 

 

 

３ その他として、次の書類を提出します。 
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様式第２号 

 

代表者（管理人）資格証明書 

 

                     住所（又は居所） 

                     氏名 

 

上記の者は、別紙の登記事項証明書（規約の抄本）のとおり、        

     の代表者（管理人）であることを証明する。 

 

 

            審査請求人 住所（又は居所） 

                  氏名              印    
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様式第３号 

 

総代互選書 

 

                    住所 

                    氏名 

 

 私たちは、下記の事項を行わせるため、上記の者を総代に選任しました。 

 

記 

 

    年  年  日をもって、（処分庁）が私（      ）に対して行った、 

         に関する処分につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一

切の事項 

 

     年  月  日 

 

              審査請求人 

                   住所 

                   氏名         印（総代本人も含む） 

                   住所 

                   氏名         印（総代本人も含む） 

                   住所 

                   氏名         印（総代本人も含む） 

 （以下、全員連記のこと） 

 以上  名   
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様式第４号 

 

委任状 

 

私は、                     を代理人と定めて、下記の権

限を委任する。 

 

記 

 

     年  月  日をもって、（処分庁）が私に対して行った、     

に関する処分につき、（審査庁）に対してする審査請求に関する一切の権限 

  

 

     年  月  日 

 

           審査請求人（参加人） 住所（又は居所） 

                      氏名           印 
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様式第７号 

 

執行停止申立書 

 

    年  月  日   

 

   （審査庁）     殿 

 

審査請求人 住所（又は居所）        

氏名        印     

 

 行政不服審査法第 25 条第２項（第３項）の規定により、下記のとおり執行停止を申

し立てます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

  ○○に関する処分についての審査請求 

 

 

２ 審査請求年月日 

     年  月  日 

 

３ 申立ての理由 

 

 

 ４ 添付書類 
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様式第 13 号 

 

審査請求取下書 

 

    年  月  日   

 

（審査庁）       殿 

 

                  審査請求人 住所（又は居所）  

                        氏名        印 

 

 行政不服審査法第 27 条の規定により、下記の審査請求を取り下げます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

      に関する処分についての審査請求 

 

 

２ 審査請求年月日 

    年  月  日 
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様式第１号（その１）【記入例】 

審査請求書 
○年○月○日   

                               （審査請求年月日） 
   （審査庁） ○○ ○○ 

                 審査請求人 住所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

                       指名 ○○ ○○ ㊞    

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 審査請求に係る処分の内容 

（処分庁）の平成○年○月○日付けの審査請求人

に対する○○に関する処分（当該処分の文書番号が

ある場合は併せて記載することが望ましい）
（注１） 

 

２ 審査請求に係る処分があったことを知った年 

月日 

   平成○年○月○日 

 

３ 審査請求の趣旨 

「１記載の処分（のうち○○に関する部分）（注２） 

を取り消す」との裁決を求める。 

 

４ 審査請求の理由 

 （１） （処分に至る経緯等を記載の上）（処分庁）か 

ら１に記載する処分を受けた。 

 （２） （処分庁は）、その理由を、･･･････のた 

めとしている。 
 （３） しかしながら、本件処分は、･･･････であ

るから、○○法第○条の規定に違反しており、

違法である。 

 （４） 本件処分により、審査請求人は、･･･････（法的権利又は利益）を侵害されている。 

 （５） 以上の点から、本件処分（のうち○○に関する部分）（注２）の取消しを求めるた

め、本審査請求を提起した。 

 

５ 処分庁の教示の有無及びその内容 

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第２条の規定により、（審査庁）

に審査請求をすることができます」との教示があった。 

 

６ その他として、次の書類を提出します。（ある場合） 

 （１）添付書類  ○○ １通（注３） 

 （２）証拠書類等 ○○ １通（注４） 

 
注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という記載をす

ることも差し支えない。 

注２ 括弧書きは、処分の一部の取消しを求める場合に記載する。 

注３ 添付書類としては、例えば、総代や法人の代表者等の資格を証明する書面、委任状等がある。 

注４ 審査請求に係る処分の通知書の写しを添付する場合は、こちらに記載する。 

  

【審査請求人が法人等の場合】 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

 株式会社○○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

 代表取締役 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号））

 

【審査請求人が総代を互選した場合】 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 

 総代 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号））

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 20 番地 

 ○○ ○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地 

 ○○ ○○ 

 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

 ○○ ○○ 

        （以下、全員連記） 

 

【審査請求を代理人がする場合】 

Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

○○ ○○ 

Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 

代理人 ○○ ○○ ㊞ 

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号））
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様式第１号（その２）【記入例】 

 

審査請求書 

○年○月○日   

                               （審査請求年月日） 

   （審査庁） ○○ ○○ 

                   審査請求人 住所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

                         氏名 ○○ ○○ ㊞    

（連絡先 XXXX-XX-XXXX（電話番号）） 

 

次のとおり審査請求をします。 

 

１ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 

審査請求人は、平成○年○月○日、（不作為庁）に対して、○○法第○条の規定によ

る○○○を求める申請をした。 

 

２ 審査請求の趣旨 

１記載の申請について、速やかに許可（許可等の記載は、上記求めの内容に応じて適宜変更す

る）の処分をするよう求める。 

 

３ その他として、次の書類を提出します。（ある場合） 

 （１）添付書類（注１）  ○○ １通 

 （２）証拠書類等（注２） ○○ １通 

 

注１ 添付書類としては、例えば、総代や法人の代表者等の資格を証明する書面、委任状等がある。 

注２ 当該不作為に係る処分についての申請書の写しを添付する場合は、こちらに記載する。 
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様式第２号【記入例】  

 

代表者（管理人）資格証明書 

 

                        住所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 40 番地 

                        氏名 ○○ ○○ 

 

上記の者は、別紙の登記事項証明書（規約の抄本）のとおり、株式会社○○○（○

○○会）の代表者（管理人）であることを証明する。 

 

              審査請求人 住所（又は居所） Ａ県Ｂ市Ｃ町 30 番地 

                    氏名      株式会社○○○ ㊞  
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様式第３号【記入例】 

 

総代互選書 

 

                     住所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地    

                     氏名 ○○ ○○        

 

 私たちは、下記の事項を行わせるため、上記の者を総代に選任しました。 

 

記 

 

 ○年○月○日をもって、（処分庁）が（処分の名宛人）に対して行った、○○に関す

る処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注１）につき、（審査庁）

に対してする審査請求に関する一切の事項 

 

  ○年○月○日 

 

                   審査請求人 

                   住所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地（注２）     

                   氏名 ○○ ○○ ㊞（総代本人も含む）   

                   住所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 20 番地（注２）     

                   氏名 ○○ ○○ ㊞（総代本人も含む）   

                   住所 Ａ県Ｂ市Ｄ町 30 番地（注２）     

                   氏名 ○○ ○○ ㊞（総代本人も含む）   

 （以下、全員連記のこと） 

 

                             以上 ○名    

 

注１ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」という

記載をすることも差し支えない。 

注２ 審査請求書の提出後に本互選書を提出する場合は、審査請求人の住所等の標記は

不要である。 
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様式第４号【記入例】 

 

委任状 

 

私は、Ａ県Ｂ市Ｄ町 10 番地 弁護士○○ ○○を代理人と定めて、下記の権限を委

任する。 

 

記 

 

○年○月○日をもって、（処分庁）が私に対して行った、○○に関する処分（当該処分

の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）につき、（審査庁）に対してする審査請

求に関する一切の権限 

  

 

  ○年○月○日 

 

            審査請求人（参加人） 住所  Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地 

                       氏名  ○○ ○○ ㊞    
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様式第７号【記入例】 

 

執行停止申立書 

○年○月○日   

 

   （審査庁） ○○ ○○  

 

              審査請求人 住所 Ａ県Ｂ市Ｃ町 50 番地（注 1）    

                    氏名 ○○ ○○ ㊞        

 

 行政不服審査法第 25 条第２項（第３項）の規定により、下記のとおり執行停止を申

し立てます。 

 

記 

 

１ 審査請求の件名 

 ○○に関する処分（当該処分の文書番号がある場合は併せて記載することが望ましい）
（注２）につ

いての審査請求 

 （事件名や事件番号が審査庁から通知されている場合は、これらを記載してもよい） 

 

２ 審査請求年月日 

  ○年○月○日 

 

３ 申立ての理由 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 ４ 添付書類 

   ○○○○ 

 

 

注１ 審査請求書の提出後に本申立書を提出する場合は、審査請求人の住所等の標記は不

要である。 

注２ 処分の特定に問題がない場合には、「（処分の決定書等の文書番号）の処分」とい

う記載をすることも差し支えない。 


